
○ 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成１２年３月３０日老企第５４号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（抄） 

改        正        後 改        正        前 

（別紙） 
各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について

（１） （略） 
（２）短期入所生活介護及び短期入所療養介護（居宅サービス基準第１２
７条第３項第５号、第１４０条の６第３項第５号及び第１４５条第３項
第５号関係） 
①・② （略） 

（３）・（４） （略） 
（５）介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サ
ービス（福祉施設基準第９条第３項第４号及び第４１条第３項第４号関
係、保健施設基準第１１条第３項第４号並びに療養施設基準第１２条第
３項第４号関係） 
①～⑤ （略） 

（６） （略） 
 

（別紙） 
各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

（１） （略） 
（２）短期入所生活介護及び短期入所療養介護（居宅サービス基準第１２
７条第３項第５号及び第１４５条第３項第５号関係） 
 
①・② （略） 

（３）・（４） （略） 
（５）介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サ
ービス（福祉施設基準第９条第３項第４号関係、保健施設基準第１１条
第３項第４号及び療養施設基準第１２条第３項第４号関係） 
 
①～⑤ （略） 

（６） （略） 
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